
墨田区自転車の利用秩序及び自転車駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例

（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
 （用語の意義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

 ⑴～⑸ 〔略〕 

 ⑹ 第１種特定自転車駐車場 利用の登録

を受けて利用する特定自転車駐車場をい

う。 

 

 ⑺ 第２種特定自転車駐車場 １か月又は

１日を単位として利用する特定自転車駐

車場をいう。 

 

 ⑻ 第３種特定自転車駐車場 １時間を単

位として利用する特定自転車駐車場をい

う。 

 ⑼ 放置 自転車の利用者が公共の場所に

置かれた当該自転車から離れていること

によりこれを直ちに移動させることがで

きない状態をいう。 

 （第２種特定自転車駐車場の利用） 

第１６条の２ 〔略〕 

２・３ 〔略〕 

４ 第２種特定自転車駐車場を当日利用しよ

うとする者は、利用開始日時の確認を受け

るものとする。 

５・６ 〔略〕 

 （第２種特定自転車駐車場の使用料） 

第１６条の３ 第２種特定自転車駐車場を利

用しようとする者は、次の表の左欄に掲げ

る区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定め

る額の範囲内で規則で定める額を納付しな

ければならない。ただし、規則で定める第

２種特定自転車駐車場の当日利用に当たっ

ては、利用を終了するときに使用料を納付

するものとする。 

 表 〔略〕 

２～４ 〔略〕 

 （第３種特定自転車駐車場の利用及び使用

料） 

第１６条の４ 第３種特定自転車駐車場を利

用しようとする者は、利用開始日時の確認

 〔同左〕 

第２条 〔同左〕 

 

 

 ⑴～⑸ 〔略〕 

 ⑹ 第１種特定自転車駐車場 第１５条第

１項に規定する登録手数料を納付する方

法により利用する特定自転車駐車場をい

う。 

 ⑺ 第２種特定自転車駐車場 第１６条の

３第１項に規定する使用料を納付する方

法により利用する特定自転車駐車場をい

う。 

   〔新設〕 

 

 

 ⑻ 〔同左〕 

 

 

 

 〔同左〕 

第１６条の２ 〔略〕 

２・３ 〔略〕 

４ 第２種特定自転車駐車場を当日利用しよ

うとする者は、利用開始日時の確認を受け

て、利用するものとする。 

５・６ 〔略〕 

 〔同左〕 

第１６条の３ 第２種特定自転車駐車場を利

用しようとする者は、次の表の左欄に掲げ

る区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定め

る額の範囲内で規則で定める額を納付しな

ければならない。 

 

 

 

 表 〔略〕 

２～４ 〔略〕 

 

 

〔新設〕 
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を受けるものとする。 

２ 第３種特定自転車駐車場の利用時間は、 

１回につき、規則で定める時間以内とする。

３ 第３種特定自転車駐車場を利用する者は、

１台につき２４時間までごとに３００円の

範囲内で規則で定める額の使用料を、利用 

を終了するときに納付しなければならない。

 （公共自転車駐車場の不適正利用自転車に

対する措置） 

第１７条 区長は、公共自転車駐車場（第１

種特定自転車駐車場、第２種特定自転車駐

車場のうち定期利用に係る部分及び第３種

特定自転車駐車場を除く。）内に自転車が

相当の期間継続して駐車してあるときは、

当該自転車の利用者に対し相当の期間を指

定して移動するよう警告し、当該指定期間

を経過してもなお駐車してあるときは、こ

れを撤去することができる。 

２ 区長は、特定自転車駐車場（第１種特定

自転車駐車場及び第２種特定自転車駐車場

のうち定期利用に係る部分に限る。）内に

次の各号のいずれかに該当する自転車があ

るときは、これを撤去することができる。 

 ⑴～⑶ 〔略〕 

３ 区長は、第３種特定自転車駐車場内に次

の各号のいずれかに該当する自転車がある

ときは、これを撤去することができる。 

 ⑴ 前条第１項の規定による確認を受けて

いない自転車 

 ⑵ 前条第２項に規定する時間を超えて駐

車してある自転車 

４ 第１３条及び第１３条の２の規定は、前

３項の規定による撤去をした場合について

準用する。 

 （両罰規定） 

第３０条 法人の代表者又は法人若しくは人

の代理人、使用人その他の従業者が、その

法人又は人の業務又は財産に関し、前条の

違反行為をしたときは、その行為者を罰す

るほか、その法人又は人に対しても同条の

罰金刑を科する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 〔同左〕 

 

第１７条 区長は、公共自転車駐車場（第１

種特定自転車駐車場及び第２種特定自転車

駐車場のうち定期利用に係る部分を除く。）

内に自転車が相当の期間継続して駐車して

あるときは、当該自転車の利用者に対し相

当の期間を指定して移動するよう警告し、

当該指定期間を経過してもなお駐車してあ

るときは、これを撤去することができる。 

 

２ 区長は、特定自転車駐車場（第２種特定

自転車駐車場のうち当日利用に係る部分を

除く。）内に次の各号のいずれかに該当す

る自転車があるときは、これを撤去するこ

とができる。 

 ⑴～⑶ 〔略〕 

  〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

３ 第１３条及び第１３条の２の規定は、前

２項の規定による撤去をした場合について

準用する。 

 〔同左〕 

第３０条 法人の代表者又は法人若しくは人

の代理人、使用人その他の従業者が、その

法人又は人の業務又は財産に関し、前条の

違反行為をしたときは、その行為者を罰す

るほか、その法人又は人に対しても前条の

罰金刑を科する。 
   

   付 則 

 この条例は、平成２６年１０月１日から施行する。 


